
BSEのまん延防止措置の的確な実施を図るため、
牛を個体識別番号により一元管理するとともに、

生産から流通・消費の各段階において
個体識別番号を正確に伝達することにより、

消費者に対して
個体識別情報の提供を促進しています。

牛トレーサビリティ制度

卸売業者・
小売店の
皆様へ

お問い合わせ先
農林水産省消費·安全局消費者行政･ 食育課…☎ 0120-714-110
地方農政局消費·安全部米穀流通·食品表示監視課
　東北………☎0120-796-110
関東………☎0120-087-110 
北陸………☎0120-646-110

　東海………☎0120-242-110
　近畿………☎0120-317-142
　中国四国…☎0120-558-110
　九州………☎0120-005-110

部分肉からスライス商品を製造した後、残りの肉でカ
レー・シチュー用の商品を作りました。このような商
品には、個体識別番号を表示する必要はありますか。

Q

個体識別番号の表示が必要です。A

特定牛肉であるロースの個体識別番号を表示する必要があり
ます。

タン（内臓）とロース（特定牛肉）との焼き肉盛り合わ
せ商品には個体識別番号は必要ですか？Q

A

生産段階

流通段階

消費者

・個体識別番号の表示
・仕入れ・販売の記録とその保存

・個体識別番号の表示
・仕入れの記録とその保存

・耳標の装着
・出生の届出（生年月日・牛の種別など）
・転出の届出（転出年月日など）
・死亡の届出（死亡年月日など）

子牛生産農場

卸売業者

・転入の届出（転入年月日など）
・転出の届出（転出年月日など）
・死亡の届出（死亡年月日など）

育成・肥育農場など

小売店

・とさつの届出（とさつ年月日など）

インターネットで生産履歴を公開 牛トレーサビリティ Q&A

北海道農政事務所消費·安全部米穀流通·食品表示監視課…☎ 0120-025-110
沖縄総合事務局農林水産部消費·安全課…☎ 098-866-1672 (直通）

・個体識別番号の表示
・引渡しの記録とその保存

と畜者



￥

記録する事項

個体識別番号・ロット番号の表示の方法

記録の保存例

個体識別番号・ロット番号の表示例

と畜場ですべての枝肉から採取した照合用サンプルと、小売店等で販売されている牛肉から採取した調査用サンプルとのDNA鑑定を実施しています。

仕入れ・販売の記録・保存
特定牛肉の販売に係る仕入れと販売の記録を保存しなければなりません。
※特定牛肉とは、牛個体識別台帳に記録された牛から得られた牛肉であって、枝肉・部分肉・精肉が
該当します。（牛肉加工品、ひき肉、牛肉の整形に伴い副次的に得られた、くず肉は除く）

個体識別番号の表示・伝達
販売する特定牛肉の個体識別番号を表示・伝達しなければなりません。

仕入れた特定牛肉ごとに、
　◆個体識別番号（又はロット番号）
　◆仕入れの年月日
　◆仕入れの相手先（氏名又は名称及び住所）
　◆仕入れの重量

容器、包装、送り状の見やすい場
所に表示します。

販売した特定牛肉ごとに、
　◆個体識別番号（又はロット番号）
　◆販売の年月日
　◆販売の相手先（氏名又は名称及び住所）
　◆販売の重量
（販売する相手が不特定かつ多数（消費者）
の場合は不要。）

容器、包装、送り状、店頭の見やすい場所に表示します。
（送り状：仕入伝票・納品書への記載も可）
（口頭のみの伝達では、表示したことにはなりません。）

記録・保存の方法
記録は１年ごとに閉鎖し、閉鎖後２年間保存します。
・磁気ディスクに記録し保存することも可。
・記録する事項が網羅されていれば、実際の取引において取り交わされる伝票類（帳簿でも可）

表示すべき事項
◆個体識別番号（複数表示は５０頭以下としてください。）
　又は
◆ロット（荷口）番号、併せて「問い合わせ先」の表示が必要です。仕入れ

卸売業者

納品書を保存

部分肉ラベル 精肉プライスラベル

プライスカードとボード表示

販売

小売店

電子媒体で管理

記録・保存 表示・伝達

本日の販売商品

※ロット番号問合せ先　◯◯食品（株）

個 体 識 別 番 号
国産牛
バラスライス� 1111111111

肩ロース� ロット番号
うすぎり� BF1234

色シールで商品と
結びつける
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